
円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

会費徴収は、原則として、口座引落とする。(2ヶ月分で5,000円)

※　2月の引落時には全員登録料を合わせて引落をするものとし、登録後の返金はしない

ものとする。加盟員登録の時期によっては、4月の引落になる場合もあります。

指導者は、2月のみ登録料として引落をするものとし、登録後は返金しないものとする。

(但しデンリーダーの登録料にに関しては、育成会より全額補助するものとする。)

育成会費は1家族単位で引落をし、休隊時も引落をする。

ボーイスカウト犬山第７団　会費　(平成23年度改正)

項目 月額 年額 備考

入会費 10,000 入会時のみ

スカウト隊費 2,000 24,000 1名につき

育成会費 500 6,000 休隊時も引落

連盟登録料 6,000 6,000 保険料含む

指導者登録料 6,000 6,000 ２月に引落

(10月・12月・2月・4月・6月・8月、偶数月の6日引落し、但し金融機関が休みの場合はその前日)


